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日
本
年
金
機
構
記
録
問
題
対
策
部

は
、
来
年
一
月
か
ら
「
気
に
な
る
年

金
記
録
、
再
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

事
業
を
開
始
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

の
送
付
な
ど
に
よ
っ
て
年
金
記
録
の

確
認
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
紙

台
帳
等
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
の
突

合
作
業
な
ど
も
進
め
ら
れ
て
き
た
も

の
の
、
い
ま
だ
に
多
数
の
不
明
記
録

が
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
事
業
は
、

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
年
金

記
録
問
題
の
解
決
に
向
け
て
実
施
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

手
が
か
り
が
つ
か
め
な
い
不
明
記

録
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
心
当
た

り
の
記
憶
を
申
し
出
て
も
ら
う
こ
と

で
記
録
の
解
明
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
か
ら
、
平
成
二
五
年
一

月
末
を
目
途
に
、「
も
れ
」や「
誤
り
」

が
気
に
な
る
記
録
の
確
認
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
事
業
は
、「
あ
な
た
の
気
に

な
る
年
金
記
録
、
も
う
一
度
ご
確
認

を
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

も
と
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容

　

こ
の
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容

は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
未
統
合
記
録
の「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」に
よ
る
検
索

　

現
在
な
お
未
統
合
と
な
っ
て
い
る

年
金
記
録
に
つ
い
て
、「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
か
ら
氏
名
や
事
業
所
名
な

ど
に
よ
る
検
索
が
可
能
と
な
る
。

②
年
金
記
録
の「
も
れ
」
や「
誤
り
」

が
気
に
な
る
人
へ
の
確
認
の
呼
び

か
け

　

年
金
記
録
の
も
れ
が
見
つ
か
り
や

す
い
パ
タ
ー
ン
や
、
簡
単
に
確
認
で

き
る
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
盛
り
込

ん
だ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し

て
、
記
録
の
確
認
を
呼
び
か
け
る
。

こ
れ
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
料
の
滞

納
事
業
所
に
お
け
る
資
格
喪
失
等
の

遡
及
訂
正
事
案
も
含
む
。

③
生
活
で
困
っ
て
い
る
高
齢
者
を
対

象
と
し
た
年
金
記
録
の
発
見
サ
ポ

ー
ト

　

現
役
世
代
に
比
べ
て
統
合
が
進
ん

で
い
な
い
高
齢
者
を
対
象
に
、
市
区

町
村
等
の
協
力
を
得
て
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
周
知
や
年
金
記
録
の
発
見
を
支

援
す
る
。

④
厚
生
年
金
基
金
記
録
の
確
認

　

厚
生
年
金
基
金
か
ら
年
金
を
受
け

て
い
た
人
な
ど
死
亡
者
の
厚
生
年
金

基
金
記
録
に
つ
い
て
、
遺
族
等
の
申

出
を
受
け
て
、
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

記
録
と
の
突
合
作
業
を
行
う
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
周
知
広
報

　

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
年
金
受

給
者
、
年
金
受
給
待
機
者
そ
し
て
加

入
者
全
員
に
対
し
て
個
別
に
通
知
さ

れ
る
ほ
か
、
ネ
ッ
ト
や
各
種
メ
デ
ィ

ア
を
と
お
し
て
広
報
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
年
金
受
給
者
に
対
し
て

は
、
平
成
二
五
年
二
月
か
ら
一
〇
月

に
か
け
て
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
ア

ク
セ
ス
キ
ー
を
個
別
に
通
知
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

ま
た
、
加
入
者
に
対
し
て
は
、
平

成
二
五
年
四
月
か
ら
平
成
二
六
年
三

月
に
か
け
て
、
加
入
者
全
員
へ
の
誕

生
月
発
送
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

（
圧
着
ハ
ガ
キ
）
と
節
目
年
齢
の
「
ね

「唐松の黄葉と梓川（上高地）」　例年10月中旬～下旬が見ごろ。（写真提供：長野県松本市）

ん
き
ん
定
期
便
」（
封
筒
へ
の
同
封
）

の
双
方
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
案
内
が

盛
り
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
平
成
二

六
年
四
月
以
降
は
、
当
分
の
間
、
節

目
年
齢
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」（
封

筒
）
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
案
内
が
同

封
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

平
成
二
五
年
度
は
、
支
給
開
始
年
齢

引
上
げ
や
年
金
記
録
の
整
備
の
状
況

に
鑑
み
、
五
八
歳
到
達
者
に
つ
い
て

は
発
送
せ
ず
、
平
成
二
六
年
度
に
五

九
歳
到
達
者
に
発
送
す
る
方
向
で
検

討
中
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
年
金
受
給
待
機
者
に
つ
い

て
は
、
ア
ク
セ
ス
キ
ー
と
住
民
票
コ

ー
ド
確
認
と
と
も
に
、
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
内
容
を
平
成
二
五
年
七
月
か
ら
八

月
に
発
送
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

生
活
に
困
っ
て
い
る
高
齢
者
に
対

し
て
は
、
市
区
町
村
の
協
力
を
得
て

生
活
保
護
等
の
相
談
窓
口
に
お
い

て
、
個
別
に
年
金
記
録
の
発
見
支
援

を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
協
議

会
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
を

通
じ
て
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
配
布

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

「
気
に
な
る
年
金
記
録
、再
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

Topics

4

正規職員も有期雇用職員も同じスキルと顧客
サービスをめざす山形県米沢年金事務所を取
材した。

頑張る！　年金事務所

米沢年金事務所

6

「年金特区」構想など身近なものは身近な市役
所でと、地方主権を主張する埼玉県志木市の
長沼明市長を取材した。

地方分権10年と国民年金事務（7）

C o n t e n t s
2

日本年金機構本部主催の初めての年金委員研
修が、10月10日、11日の２日間開催された。
各ブロックから計43名が出席した。

年金委員研修

　

湯
沢
市
は
、山
形
県
と
宮
城
県
に
隣

接
す
る
秋
田
県
の
最
南
東
部
に
位
置

し
、県
都
秋
田
市
へ
は
直
線
距
離
で
約

七
〇
㎞
、宮
城
県
仙
台
市
へ
も
同
じ
く

約
九
五
㎞
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。県
境

付
近
に
雄
大
な
自
然
林
を
有
し
、古
く

か
ら
県
南
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
て

き
ま
し
た
。

　

湯
沢
市
小
野
は
、平
安
期
の
謎
に
包

ま
れ
た
才
女「
小
野
小
町
」の
生
誕
地

と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、西
栗
駒
山
系

に
点
在
す
る
泥
湯
・
秋
ノ
宮
・
小
安

峡
温
泉
、院
内
銀
山
異
人
館
・
稲
庭
城

な
ど
の
歴
史
資
料
館
、酒
・
稲
庭
う
ど

ん
・
川
連
漆
器
・
さ
く
ら
ん
ぼ
な
ど
の

特
産
品
、そ
し
て「
七
夕
絵
ど
う
ろ
う

ま
つ
り
」や「
小
町
ま
つ
り
」「
犬
っ
こ

ま
つ
り
」な
ど
、
多
く
の
観
光
資
源
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
豊
か
な
自
然
や
歴
史

文
化
、多
彩
な
祭
り
、豊
富
な
温
泉
資

源
、地
力
あ
る
特
産
品
な
ど
魅
力
的
な

資
源
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、湯

沢
市
で
は
昨
年
七
月
、市
全
域
を
対
象

エ
リ
ア
と
す
る「
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
登

録
へ
の
第
一
歩
と
し
て
、平
成
二
四
年

度
の
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
登
録
を

目
指
し
て
各
種
事
業
を
展
開
、こ
の
ほ

ど
念
願
の
認
定
登
録
と
な
り「
ゆ
ざ
わ

ジ
オ
パ
ー
ク
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

Voice & Voice 湯沢市ウェブサイト（http://www.city-yuzawa.jp/）

3

うどん・自然・米・酒・美人と地域の宝を生か
して経済活性を図る秋田県湯沢市を取材した。

市区町村の声

秋田県湯沢市 齊藤光喜市長・
国保年金班

日
本
年
金
機
構

二
五
年
一
月
よ
り
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開
会
に
先
立
ち
、
日
本
年
金
機
構

の
紀
陸
孝
理
事
長
は
挨
拶
で
次
の
よ

う
に
語
っ
た
。「
皆
様
方
に
は
、
か
つ

て
の
社
会
保
険
委
員
、
国
民
年
金
委

員
の
時
代
か
ら
ご
尽
力
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
が
、
近
年
、
私
ど
も
と
の
繋

が
り
が
少
し
ず
つ
弱
ま
っ
て
き
て
お

り
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

公
的
年
金
制
度
と
い
う
の
は
国
民

の
生
活
に
大
き
く
寄
与
す
る
重
要
な

制
度
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
国
民

年
金
納
付
率
の
低
下
に
見
ら
れ
ま
す

よ
う
に
、
国
民
全
体
の
信
頼
を
失
っ

て
い
る
よ
う
な
状
況
が
見
え
つ
つ
あ

り
ま
す
。
当
然
な
が
ら
私
共
も
厚
生

労
働
省
年
金
局
も
大
変
危
惧
し
て
お

り
、
何
と
か
回
復
を
図
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
私
ど
も
や

年
金
局
の
力
だ
け
で
は
回
復
の
支
え

に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
は
事
業
主
の
方
あ
る
い
は
地
域
の

核
と
な
る
皆
様
方
の
ご
支
援
、
ご
協

力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、『
地
域
年

金
展
開
事
業
』
を
立
ち
上
げ
、
年
金

委
員
の
皆
様
の
み
な
ら
ず
、自
治
体
、

学
校
等
に
働
き
か
け
て
年
金
制
度
に

対
す
る
信
頼
回
復
の
手
立
て
を
講
じ

て
い
ま
す
。
今
研
修
も
こ
の
一
環
で

あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
、
皆
様
方
と

今
一
度
強
い
絆
が
結
び
直
せ
れ
ば
と

思
い
ま
す
」。

　

続
い
て
、
厚
生
労
働
省
年
金
局
事

業
企
画
課
長
の
八
神
敦
雄
氏
が
挨
拶

し
た
。「
現
在
、
政
府
で
は
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
、
全
世
代
に
対
応
し

た
制
度
を
目
指
し
、
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
の
議
論
に
全
力
で
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、

国
民
に
年
金
制
度
を
理
解
、
納
得
い

た
だ
く
た
め
に
は
、
年
金
委
員
の
皆

様
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
正
し

い
理
解
の
普
及
が
な
に
よ
り
も
必
要

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
年
金
制
度
と

い
う
の
は
国
民
の
理
解
と
信
頼
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
イ
ン
フ
ラ
だ
と

思
い
ま
す
。
国
民
全
員
で
支
え
合
い

真
心
を
次
代
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い

う
気
運
が
高
ま
り
ま
す
よ
う
、
お
力

添
え
を
お
願
い
し
ま
す
。
厚
生
労
働

省
と
し
て
も
日
本
年
金
機
構
と
連
携

し
、
年
金
委
員
の
皆
様
の
活
動
を
よ

　

日
本
年
金
機
構
は
、「
ね
ん
き
ん

月
間
」
の
取
組
み
の
一
環
と
し
て
、

今
年
の
六
月
初
め
に
「
わ
た
し
と
年

金
」
エ
ッ
セ
イ
を
募
集
し
た
が
、
こ

の
ほ
ど
、
エ
ッ
セ
イ
の
受
賞
作
が
決

ま
っ
た
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
公
的
年
金
の

り
円
滑
に
、
か
つ
活
発
に
行
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

支
援
協
力
を
行
っ
て
い
く
所
存
で

す
」。

　

講
演
は
、
目
白
大
学
生
涯
福
祉
研

究
科
客
員
教
授
の
宮
武
剛
氏
に
よ
る

「
一
体
改
革
と
二
〇
一
二
」。
年
金
の

現
状
と
今
回
の
制
度
改
正
の
ポ
イ
ン

ト
を
解
説
し
な
が
ら
、
そ
の
懸
念
事

項
や
今
後
の
課
題
が
示
さ
れ
た
。

　

制
度
改
正
に
関
す
る
説
明
を
行
っ

た
厚
生
労
働
省
年
金
局
年
金
課
長
補

佐
の
和
田
幸
典
氏
は
、「
政
策
立
案

担
当
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ

て
今
回
の
改
正
を
提
案
し
た
の
か
、

そ
の
後
ど
ん
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か

を
説
明
す
る
こ
と
で
、
皆
様
の
活
動

の
一
助
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り

が
た
い
」
と
述
べ
、
年
金
制
度
改
正

の
全
体
像
を
解
説
し
た
。

　

続
い
て
、日
本
年
金
機
構
か
ら
は
、

サ
ー
ビ
ス
推
進
部
の
上
野
太
美
夫
部

長
が
「
年
金
委
員
活
動
に
つ
い
て
」、

事
業
企
画
部
の
北
波
孝
部
長
か
ら

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
に
関
し
て
」、
国

民
年
金
部
の
山
西
明
彦
氏
か
ら
は

「
後
納
制
度
に
つ
い
て
」
そ
れ
ぞ
れ

詳
細
な
説
明
が
あ
っ
た
。

　

特
に「
年
金
委
員
活
動
に
つ
い
て
」

で
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
出
し
た
年
金

委
員
関
連
の
通
知
等
が
紹
介
さ
れ
、

同
時
に
、
年
金
委
員
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
た
め
に
各
都
道
府
県
の
代
表

普
及
・
啓
発
を
目
的
と
し
て
、
公
的

年
金
の
大
切
さ
、
公
的
年
金
と
の
関

わ
り
、
社
会
保
障
と
し
て
の
公
的
年

金
の
意
義
な
ど
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
語
っ
て
も
ら
う
も
の
で
あ
る
。

　

受
賞
者
は
次
の
と
お
り
。

最
優
秀
賞

事
務
所
に
総
務
調
整
課
を
設
置
し
た

こ
と
も
報
告
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、

昨
年
度
の
年
金
委
員
委
嘱
者
数
が
、

平
成
一
九
年
度
と
の
比
較
で
三
〇
％

の
ダ
ウ
ン
と
な
っ
た
こ
と
が
説
明
さ

れ
た
。
ま
た
、
年
金
委
員
へ
の
期
待

と
し
て
、「
地
域
に
根
ざ
し
た
身
近

な
人
間
関
係
を
通
し
て
の
制
度
へ
の

理
解
の
普
及
・
啓
発
」
が
明
示
さ
れ
、

こ
れ
を
本
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る

『
地
域
年
金
展
開
事
業
』
に
お
い
て
、

意
見
交
換
の
実
施
、
お
よ
び
健
康
保

険
委
員
と
の
連
携
強
化
等
の
取
組
み

を
図
る
こ
と
で
支
援
し
て
い
く
こ
と

が
説
明
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
今
後
の
展
開
と
し
て

は
、
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
の
実
現
や

研
修
・
情
報
提
供
の
充
実
化
、
年
金

委
員
の
委
嘱
拡
大
の
推
進
等
を
実
施

し
て
い
く
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。

　

研
修
二
日
目
は
意
見
交
換
が
行
わ

れ
た
。
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
の

分
散
会
の
後
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
の

年
金
委
員
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
発
表
が

行
わ
れ
、
委
員
活
動
の
取
組
み
報
告

や
委
員
活
動
へ
の
要
望
等
が
出
さ
れ

活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

参
加
し
た
年
金
委
員
か
ら
は
、
制

度
改
正
の
内
容
や
他
県
の
年
金
委
員

活
動
の
取
組
み
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
大
変
有
意
義
な
研
修
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
も
開
催
を
し
て
欲
し

い
と
多
く
の
声
が
あ
っ
た
。

　

徳
島
県　

丸
岡
様（
二
〇
代
女
性
）

優
秀
賞

　

神
奈
川
県　

廣
田
様
（
七
〇
代
女
性
）

優
秀
賞

　

兵
庫
県　

真
田
様（
中
学
生
男
性
）

入
選

　

岐
阜
県　

渡
邉
様（
高
校
生
女
性
）

入
選

　

福
岡
県　

佐
藤
様（
高
校
生
男
性
）

「年金図書」平成24年度改訂のご案内 好評発売中好評発売中

Vol.1　老齢年金－加入と請求手続き Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）
Vol.2　老齢年金－年金額の計算 Ｂ5判　定価1,260円（本体1,200円＋税）
Vol.3　遺族年金と障害年金 Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）

年金相談に携わる人を対象に、具体的な相談例を挙げてＱ
（問題）とＡ（解答）および解説を掲載。問題の例文を読み、考
え、かつ解くことで、相談者に的確に答えられるように編集。年
金相談の現場力を自らの力とし、高めることができる問題集。

東京 ☎（03）3252-7901　関西 ☎（06）6765-7836
中部 ☎（052）951-0261　中国 ☎（082）223-2707

A5判　定価4,200円（本体4,000円＋税）A5判　定価2,520円（本体2,400円＋税）

制度の仕組みと給付の受け方を、わか
りやすく、詳しく解説。届出・請求書の様
式は記載例つきで収録。

Ｂ５判　定価2,310円（本体2,200円＋税）

東京都社会保険労務士会 企画　
東京社会保険労務士協同組合 編集
年金相談の心得、国民年金・厚生年金制
度のしくみ、老齢・障害・遺族給付をわかりや
すく解説。Ｑ＆Ａ形式で、詳細な説明により、
より深くポイントが理解できるよう編集。

B5判　定価4,410円（本体4,200円＋税）

国民年金・厚生年金の受給要件・年金
額・諸手続きを図解・記載例などにより、
わかりやすく解説した年金実務書の決
定版。

法律の条文ごとに、関係政令・省令・通
知等を収載し、法令上の根拠、行政解
釈・事務取扱いの全容が体系的にわか
るように編集。

現場力を高める!! 年金相談Ｑ＆Ａ  （平成24年度版） 

年金相談ＡからＺ  （平成24年度版） 

国民年金法総覧  （平成24年4月版） 

年金相談の手引  （平成24年度版） 国民年金ハンドブック  （平成24年度版） 

　

一
〇
月
一
一
日
・
一
二
日
に
年
金
委
員
研
修
が
開
催
さ
れ
た
。
日
本
年
金
機
構
本
部
主
催
の
年

金
委
員
の
研
修
と
し
て
は
初
め
て
の
開
催
と
な
り
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
か
ら
、
地
域
型
・
職
域
型

年
金
委
員
の
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
、
担
当
職
員
が
一
名
ず
つ
、
合
計
四
三
名
が
出
席
し
た
。

　

研
修
初
日
に
は
講
演
や
制
度
改
正
な
ど
の
説
明
、
二
日
目
に
は
意
見
交
換
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

日
本
年
金
機
構
で
は
こ
の
年
金
委
員
研
修
の
開
催
を
は
じ
め
、
年
金
委
員
へ
の
活
動
支
援
な
ど
地

域
年
金
展
開
事
業
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
く
。

年
金
委
員
活
動
活
性
化
の
た
め
、

全
国
レ
ベ
ル
で
の
研
修
が
初
開
催

年
金
委
員
活
動
活
性
化
の
た
め
、

全
国
レ
ベ
ル
で
の
研
修
が
初
開
催

年
金
委
員
研
修

　

若
い
世
代
に
向
け
た
学
生
納
付
特

例
や
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
周
知

の
ほ
か
、
全
国
各
地
で
「
出
張
年
金
相

談
」
な
ど
を
行
う
。
年
金
の
受
給
に
関

す
る
こ
と
や
、日
頃
の
疑
問
点
な
ど
、

何
で
も
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、
厚
生
労
働
省

と
協
力
し
て
、
一
一
月
を
「
ね
ん
き

ん
月
間
」
と
位
置
付
け
、
国
民
に
公

的
年
金
制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
の
普
及
・
啓
発
活
動

を
展
開
す
る
。

一
一
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」
「
わ
た
し
と
年
金
」
エ
ッ
セ
イ
受
賞
作
決
ま
る
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「
湯
沢
市
」
と
聞
く
と
、
新
潟
県

の
湯
沢
町
の
こ
と
だ
と
勘
違
い
す

る
人
も
多
い
。「『
湯
沢
市
で
す
か
？ 

行
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
よ
。
ス
キ
ー

で
』
な
ん
て
言
わ
る
と
、
こ
り
ゃ
い

か
ん
と
思
い
ま
し
て
ね（
苦
笑
）。
で

も
、
そ
ん
な
こ
と
が
ご
縁
で
、
い
ま

は
新
潟
県
の
湯
沢
町
と
災
害
協
定
を

結
ん
で
い
ま
す
。『
越
後
の
湯
沢
』
と

『
秋
田
の
湯
沢
』
で
、
お
互
い
の
い
い

と
こ
ろ
を
生
か
し
合
っ
て
い
こ
う
と

い
う
こ
と
で
」と
齊
藤
光
喜
市
長
。

　

そ
ん
な
湯
沢
市
、
近
年
全
国
的
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
稲
庭
う

ど
ん
」
の
里
だ
と
い
え
ば
、
わ
か
る

人
は
多
い
は
ず
。
ほ
か
に
、「
川
連
漆

器
」
や
「
秋
田
仏
壇
」、
さ
ら
に
は
米

の
通
り
地
獄
さ
な
が
ら
の
景
色
で
圧

巻
だ
。
こ
う
し
た
自
然
の
利
を
生
か

し
た
地
熱
発
電
も
展
開
し
て
お
り
、

す
で
に
七
万
二
、
〇
〇
〇
世
帯
分
の

電
力
を
創
出
。
現
在
二
機
目
の
発
電

所
も
計
画
中
で
、
エ
コ
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

も
と
か
ら
あ
る
こ
う
し
た
宝
を
ま

る
ご
と
生
か
し
て
地
域
を
盛
り
上
げ

よ
う
と
、
湯
沢
市
で
は
産
業
振
興
部

に
「
ま
る
ご
と
売
る
課
」
を
設
置
し

て
市
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
き
た
。
今
年

九
月
二
四
日
に
は
、
川
原
毛
地
獄
や

院
内
銀
山
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
湯

沢
市
の
自
然
・
文
化
が
「
日
本
ジ
オ

パ
ー
ク
」
に
認
定
。
こ
れ
を
大
き
な

弾
み
と
す
る
考
え
だ
。

　

経
済
の
活
性
化
は
湯
沢
市
に
と
っ

て
大
き
な
課
題
だ
。
秋
田
県
は
賃
金

水
準
が
低
く
、
そ
の
な
か
で
も
湯
沢

市
は
下
位
の
ほ
う
に
位
置
す
る
。
一

方
で
高
齢
化
率
は
三
二
％
と
高
く
、

湯
沢
市
に
支
給
さ
れ
る
年
間
の
国
民

年
金
額
は
一
〇
七
億
円
、
厚
生
年
金

額
は
六
三
億
円
で
、
合
計
一
七
〇
億

円
。
い
わ
ば
年
金
が
地
域
経
済
を
支

え
て
い
る
。「
納
め
て
き
た
額
の
何

倍
も
貢
献
し
て
く
れ
て
い
る
年
金

は
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
も
の
。
地

方
に
行
く
ほ
ど
、
年
金
の
あ
り
が
た

み
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
」（
市
長
）。

　

湯
沢
市
は
山
間
に
あ
り
一
戸
あ
た

り
の
農
地
が
狭
く
、
農
業
だ
け
で
は

家
計
を
支
え
ら
れ
な
い
た
め
、
も
と

も
と
出
稼
ぎ
も
多
か
っ
た
。
現
在
出

稼
ぎ
は
少
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
そ

れ
は
都
心
も
不
景
気
で
仕
事
が
な

い
た
め
。「
企
業
誘
致
も
行
っ
て
き

た
が
、
最
近
は
工
場
も
賃
金
の
よ
り

安
い
海
外
に
進
出
し
て
お
り
、
企
業

誘
致
に
よ
る
雇
用
開
発
に
も
限
界
が

あ
る
。
で
も
、
足
元
を
よ
く
見
れ
ば

す
で
に
宝
は
あ
る
。
外
に
の
み
目
を

向
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が

昔
か
ら
大
事
に
し
て
き
た
財
産
や
歴

史
・
文
化
を
も
っ
と
生
か
す
こ
と
が

大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
市
長
）。

　

実
は
近
年
の
「
稲
庭
う
ど
ん
」
の

普
及
も
、
出
稼
ぎ
解
消
・
雇
用
開
発

の
目
的
で
進
め
て
き
た
も
の
だ
。
昨

年
か
ら
湯
沢
市
で
は
「
う
ど
ん
エ
キ

ス
ポ
」
を
開
催
。
今
年
は
全
国
の
う

ど
ん
業
者
三
〇
店
が
集
い
、
約
七
万

人
を
集
客
し
た
。

　
「
都
会
の
生
活
が
す
べ
て
で
は
な

い
。
湯
沢
市
は
家
屋
の
床
板
面
積
は

全
国
一
位
。
雪
は
多
い
け
ど
台
風
は

こ
な
い
。
温
泉
も
あ
り
、
夜
は
う
ま

い
酒
で
晩
酌
で
き
、
米
、
野
菜
、
り

ん
ご
と
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
よ
り
プ
ラ

ス
を
見
て
地
域
を
伸
ば
し
て
い
く
時

代
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
市
長
）。

年金は地方の経済を大きく支えている

秋田県湯沢市　齊
さい

藤
とう

 光
みつ

喜
よし

 市長

国年担当者から

一人ひとりに
日々丁寧に

秋田県湯沢市　市民生活部市民課国保年金班

山田市民生活部長（前列左から２人目）、境市
民課長（同右隣）ほか国保年金班一同

う
ど
ん・自
然・米・酒・美
人

地
域
の
宝
を
生
か
し
て
経
済
活
性

づ
く
り
、「
東
北
の
灘
」
と
い
わ
れ
る

酒
づ
く
り
の
ま
ち
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、「
小
野
小
町
」
の
生
誕
・
終

焉
の
地
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
、「
美

人
の
多
い
ま
ち
」
と
も
称
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
湯
沢
市
は
秋
田
県
内
で

も
年
間
の
日
照
時
間
が
短
く
、
色
白

の
肌
の
美
人
が
多
い
の
だ
と
か
。
毎

年
、
七
人
の
「
小
町
娘
」
を
選
ぶ
「
小

町
ま
つ
り
」も
開
催
し
盛
り
上
が
る
。

　

豊
か
な
自
然
に
も
恵
ま
れ
て
い

る
。「
泥
湯
温
泉
」「
小
安
峡
温
泉
」

「
秋
の
宮
温
泉
郷
」
な
ど
七
つ
の
温

泉
宿
泊
地
は
、
秘
湯
と
い
う
べ
き
趣

の
あ
る
風
情
。
ま
た
、
水
蒸
気
や
硫

黄
が
噴
出
し
荒
涼
と
し
た
岩
肌
が
広

が
る
「
川
原
毛
地
獄
」
は
、
そ
の
名

　

湯
沢
市
の
国
保
年
金
班
の
職
員
は

一
一
人
で
、
う
ち
三
人
が
国
民
年
金

業
務
を
担
当
。
昼
休
み
も
窓
口
業
務

を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
時
間
帯
は
国

保
年
金
班
全
員
が
毎
日
交
代
で
窓
口

に
出
て
い
る
。
合
併
に
よ
り
職
員
の

異
動
の
幅
が
大
き
く
、
同
班
一
一
人

の
う
ち
八
人
が
担
当
二
年
以
下
だ
。

　

主
任
の
柴
田
麻
紀
さ
ん
は
、
一
四

年
間
の
図
書
館
勤
務
を
経
て
、
今
年

度
か
ら
国
民
年
金
の
担
当
に
な
っ

た
。「
一
号
・
二
号
と
い
っ
た
呼
び

方
か
ら
し
て
初
め
て
で
…
。
年
金
制

度
は
難
し
く
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
」と
話
す
。

　

市
民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
の
電
話

に
は
、
い
っ
た
ん
電
話
を
切
り
、
調

べ
て
か
ら
折
り
返
す
よ
う
に
し
て
い

る
。「
電
話
口
で
お
待
た
せ
す
る
こ

と
な
く
、
正
し
い
情
報
を
お
伝
え
し

た
い
の
で
。
質
問
に
答
え
て
、
相
手

の
方
か
ら
『
あ
り
が
と
う
』
と
言
わ

れ
る
と
嬉
し
い
し
、
自
分
も
勉
強
に

な
っ
て
い
ま
す
」（
柴
田
さ
ん
）。

　

一
方
、
担
当
し
て
五
年
目
と
最
も

長
い
主
幹
の
菅
野
恵
美
子
さ
ん
が
心

が
け
て
い
る
の
は
、「
一
人
ひ
と
り

が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う
に
す

る
」
と
い
う
こ
と
。「
年
金
は
制
度
が

変
わ
っ
て
、
私
た
ち
も
追
い
付
く
の

が
大
変
。
市
民
は
な
お
さ
ら
だ
と
思

　

湯
沢
市
は
人
口
五
万
一
〇
〇
〇
人
。
二
〇
〇
五
年
に
湯
沢
市
、
雄

勝
町
、
稲
川
町
、
皆
瀬
村
の一
市
二
町
一
村
の
合
併
に
よ
り
現
在
の
湯

沢
市
と
な
っ
た
。
温
泉
や
地
熱
発
電
な
ど
を
有
す
る
豊
か
な
自
然

が
今
年
九
月
に「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」に
認
定
。
も
と
か
ら
あ
る
地
域

の
宝
を
生
か
し
て
地
域
活
性
を
め
ざ
す
。

い
ま
す
」（
菅
野
さ
ん
）。

　

多
い
の
は
高
齢
者
か
ら
の
相
談
。

年
金
事
務
所
に
説
明
を
聞
き
に
行
っ

て
も
何
を
言
わ
れ
た
の
か
分
か
ら
ず
、

そ
の
足
で「
教
え
て
け
れ
」と
や
っ
て

来
る
人
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合

は
、
菅
野
さ
ん
ら
が
年
金
事
務
所
に

電
話
し
て
代
わ
り
に
説
明
を
聞
き
、

次
に
本
人
に
変
わ
っ
て
も
ら
い
、
そ

の
後
も
再
度
説
明
を
し
て
い
る
。「
年

金
額
改
定
の
お
知
ら
せ
や
年
金
記
録

で
も
、
そ
も
そ
も
書
類
の
読
み
方
が

わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
も
多
い
。
皆

さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
知
識
ゼ
ロ
の
状
態

で
相
談
に
来
ら
れ
る
の
で
、
私
た
ち

も
素
人
目
線
で
説
明
す
る
よ
う
に
心

が
け
て
い
ま
す
」（
菅
野
さ
ん
）。

　

ほ
か
の
自
治
体
同
様
、
日
本
年
金

機
構
に
な
っ
て
か
ら
は
年
金
事
務
所

の
組
織
や
書
類
の
流
れ
な
ど
に
変
化

が
あ
り
、
戸
惑
う
こ
と
も
あ
る
。「
職

員
の
知
識
を
よ
り
深
め
、
資
質
向
上

を
図
り
、
本
庁
・
各
支
所
ど
こ
の
窓

口
で
も
差
が
な
く
同
じ
対
応
が
で
き

る
よ
う
に
、
横
の
連
携
を
密
に
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま

す
。
年
金
は
一
人
ひ
と
り
違
う
。
一

つ
と
し
て
同
じ
ケ
ー
ス
が
な
い
も
の

だ
か
ら
こ
そ
、
日
々
丁
寧
に
対
応
す

る
こ
と
に
こ
れ
か
ら
も
努
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
」（
菅
野
さ
ん
）。

【人口】　　　　   （平成24年9月1日現在）

 総  人  口 ５１，０２０人
 男 ２４，２５５人 
 女 ２６，７６５人

【年金被保険者数】 （平成24年3月31日現在）

 被保険者数 １０，２２８人
 第１号被保険者 ７，７８５人
　　　　　　　　　　（任意加入含む）
 第3号被保険者 ２，４４３人

【年金受給者数】   （平成24年3月31日現在）

 国民年金 １７，７８２人
 厚生年金 １３，５３０人

【年金受給額】      （平成24年3月31日現在）

 国民年金 １０，７６２百万円
 厚生年金 ６，３０６百万円

 （資料　湯沢市、大曲年金事務所）

湯沢市　Data Box



昭和34年3月30日第3種郵便物認可

Vol.6422012. 11. 5 04

正
規
職
員
も
有
期
雇
用
職
員
も

同
じ
ス
キ
ル
と
顧
客
サ
ー
ビ
ス

年金事務所
　
米
沢
市
は
、
山
形
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
置お

き
た
ま賜
と
呼
ば
れ
て
い
る
県
南
の
地
域
で
、
行
政
、
産

業
、
教
育
・
文
化
等
の
中
心
的
な
都
市
で
あ
る
。
米
沢
年
金
事
務
所
の
管
轄
区
域
は
、
こ
の
置
賜
地
域

の
米
沢
市
、長
井
市
、南
陽
市
、川
西
町
、高た

か
は
た畠

町
、飯い

い

豊で

町
、小お

国ぐ
に

町
、白し

ら
た
か鷹

町
の
三
市
五
町
で
あ
る
。

　
米
沢
市
街
の
基
盤
を
築
い
た
の
は
江
戸
時
代
の
直
江
兼
続
と
い
わ
れ
、
上
杉
鷹
山
の
藩
政
改
革
も

有
名
で
あ
る
。
市
制
施
行
は
明
治
二
二
年
で
、日
本
で
最
初
に
市
制
を
施
行
し
た
市
の
一
つ
で
あ
り
、

平
成
二
一
年
に
市
制
施
行
一
二
〇
周
年
を
迎
え
た
。

な
職
場
に
し
た
い
で
す
」
と
語
る
。

　

小
林
修
厚
生
年
金
適
用
調
査
課
長

は
、
日
本
年
金
機
構
発
足
の
平
成
二

二
年
一
月
に
米
沢
年
金
事
務
所
に
赴

任
し
た
。
課
員
は
七
人
が
い
る
が
、

庶
務
関
係
の
業
務
と
適
用
調
査
関
係

の
業
務
と
に
人
員
を
分
け
ら
れ
な
い

の
が
悩
み
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
庶

務
関
係
業
務
が
手
薄
に
な
り
が
ち
だ

が
、
幸
い
優
秀
な
課
員
が
い
る
お
か

げ
で
助
か
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
適
用
調
査
業
務
に
関
し
て
は
適

用
推
進
の
た
め
個
別
の
文
書
に
よ
っ

て
対
応
し
て
い
る
の
で
効
果
が
上
が

っ
て
い
ま
す
。
総
合
調
査
や
算
定
調

査
を
実
施
し
て
適
用
も
れ
が
な
い
よ

う
に
確
認
し
て
い
ま
す
。
仕
事
は
多

岐
に
わ
た
り
大
変
な
の
で
、
優
秀
な

課
員
が
い
な
く
な
る
と
困
り
ま
す
。

全
員
に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
た
い
で
す
」
と
語
る
。

　

岡
崎
清
克
厚
生
年
金
徴
収
課
長

は
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
か
ら
米
沢

年
金
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
。
管

下
の
滞
納
事
業
所
は
約
三
〇
〇
か
所

あ
る
と
い
う
。
滞
納
事
業
所
に
は
必

ず
呼
び
出
し
て
納
付
計
画
を
立
て
さ

せ
て
い
る
。
新
規
滞
納
事
業
所
を
発

生
さ
せ
な
い
た
め
に
初
期
手
順
に
の

っ
と
っ
て
対
応
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
徴
収
業
務
に
は
、
高
い
知
識
と

豊
富
な
経
験
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
職

員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
、
収

納
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
目
標
で

す
。
平
成
二
三
年
度
の
収
納
率
は
九

八
・
八
二
％
で
し
た
が
、
今
年
度
は

九
九
％
を
目
指
し
て
頑
張
り
た
い
で

す
」
と
語
る
。

　

小
関
俊
憲
国
民
年
金
課
長
は
、
平

成
二
四
年
一
月
に
米
沢
年
金
事
務
所

に
赴
任
し
た
。
管
内
の
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
率
は
六
八
・
二
五
％
と

な
っ
て
い
る
。
毎
年
四
月
に
は
管
内

の
大
学
や
短
大
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
の
と
き
に
説
明
会
を
開
い
て
い

る
。「
ね
ん
き
ん
月
間
」
と
の
か
ら

み
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
連
携
を
模

の
研
修
会
は
、
上
級
レ
ベ
ル
と
中
級

レ
ベ
ル
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
所
内
全
体
の
た
め
に
、

所
内
研
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を

作
っ
て
、
基
礎
的
な
知
識
を
身
に
着

け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の

研
修
で
は
、
二
〇
歳
到
達
か
ら
一
生

を
終
わ
る
ま
で
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

に
応
じ
て
、
年
金
の
知
識
が
習
得
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
所
内
で
は
、「
身
近
な
業

務
改
善
委
員
会
」
と
い
う
も
の
を
立

ち
上
げ
て
い
る
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
は

二
か
月
に
一
回
交
替
と
な
る
輪
番
制

だ
が
、
所
内
の
整
理
整
頓
や
美
化
に

務
め
、
お
客
様
の
駐
車
場
の
表
示
を

大
き
く
し
た
り
、
所
内
の
レ
イ
ア
ウ

ト
を
変
更
す
る
な
ど
、
身
近
な
と
こ

場
に
し
た
い
で
す
」
と
語
る
。

「
身
近
な
業
務
改
善
委
員
会
」

　

米
沢
年
金
事
務
所
で
は
、
職
員
の

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、
毎
日
の

朝
礼
で
の
情
報
交
換
の
ほ
か
に
、
年

金
相
談
研
修
会
を
開
い
て
い
る
。
こ

　

安
達
豊
副
所
長
は
、
平
成
二
四
年

七
月
に
こ
の
米
沢
年
金
事
務
所
に
赴

任
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
前

は
、
平
成
二
二
年
六
月
か
ら
山
形
年

金
事
務
所
の
厚
生
年
金
徴
収
課
長
を

務
め
て
い
た
。
米
沢
年
金
事
務
所
に

来
て
感
じ
た
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り

が
丁
寧
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
だ
と

い
う
。
副
所
長
に
な
っ
て
、
課
長
の

と
き
と
は
異
な
っ
て
事
務
所
全
体
を

見
渡
す
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
大
変

で
あ
る
。

　

安
達
副
所
長
は
年
金
記
録
課
長
も

兼
務
し
て
い
る
が
、「
記
録
問
題
、

と
り
わ
け
紙
コ
ン
突
合
（
紙
台
帳
と

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
録
と
の
突
合
）

も
よ
う
や
く
落
ち
着
き
ま
し
た
。
年

金
事
務
所
で
は
窓
口
対
応
が
メ
イ
ン

で
す
。
お
客
様
が
来
て
よ
か
っ
た
と

思
う
よ
う
な
、
満
足
し
て
帰
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
事
務
所
に
し
た
い

で
す
。
自
分
の
娘
に
機
構
の
採
用
試

験
を
受
け
て
み
た
ら
と
言
え
る
よ
う

職
員
の
構
成
の
複
雑
さ
が
悩
み

　

米
沢
年
金
事
務
所
の
ス
タ
ッ
フ

は
、
正
規
職
員
一
四
名
、
準
職
員
四

名
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
員
三
名
、
特

定
職
員
一
二
名
の
計
三
三
名
で
、
女

性
職
員
が
二
二
名
と
圧
倒
的
に
多
数

を
占
め
て
い
る
。

　

こ
の
三
三
名
の
職
員
を
率
い
る
佐

藤
近
子
所
長
は
、宮
城
県
の
出
身
で
、

米
沢
年
金
事
務
所
に
赴
任
す
る
前

は
、
平
成
二
二
年
一
月
か
ら
昨
年
の

三
月
ま
で
仙
台
東
年
金
事
務
所
に
、

そ
の
前
は
平
成
二
〇
年
七
月
よ
り
宮

城
社
会
保
険
事
務
局
に
勤
務
し
て
い

た
。
自
宅
は
仙
台
市
に
あ
り
、
現
在

は
単
身
赴
任
で
あ
る
。

　

仙
台
東
年
金
事
務
所
時
代
に
は
、

年
金
記
録
問
題
の
影
響
を
大
き
く
残

い
ま
す
。
高
い
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け

た
有
期
職
員
に
雇
用
の
不
安
を
感
じ

さ
せ
る
こ
と
は
、
国
民
に
と
っ
て
も

け
っ
し
て
得
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
正
規
職
員
も
有
期
雇
用
職
員
も

信
頼
関
係
が
大
切
で
す
。
働
い
て
い

て
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
職

し
た
ま
ま
、
新
組
織
へ
の
準
備
が
十

分
に
で
き
て
い
な
い
な
か
で
日
本
年

金
機
構
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
新
組
織

へ
の
変
化
と
積
み
上
げ
ら
れ
た
業
務

へ
の
対
応
に
職
員
は
大
変
苦
労
し
、

一
日
も
早
く
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
職

員
の
フ
ォ
ロ
ー
を
い
か
に
し
て
い
く

べ
き
か
苦
心
し
た
と
い
う
。

　

仙
台
東
年
金
事
務
所
か
ら
米
沢
年

金
事
務
所
に
異
動
と
な
っ
て
感
じ
た

こ
と
は
、
米
沢
で
は
本
来
業
務
が
き

ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た

と
い
う
。
前
任
地
の
よ
う
な
年
金
記

録
問
題
で
の
業
務
へ
の
影
響
は
少
な

い
が
そ
の
反
面
で
、
ス
キ
ル
と
結
果

が
要
求
さ
れ
た
。
職
員
に
は
最
大
限

の
力
を
発
揮
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な

職
場
環
境
を
提
供
し
た
い
と
思
っ
た

が
、
そ
の
際
に
大
き
な
障
壁
と
な
っ

た
の
は
、
新
組
織
に
な
っ
て
職
員
の

構
成
が
複
雑
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
有
期
雇
用
職
員
の
方
は
み
な
さ

ん
雇
用
の
更
新
に
不
安
を
抱
え
て
お

り
、
正
直
な
と
こ
ろ
心
苦
し
く
思
い

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
有
期
雇
用
職

員
に
も
正
規
職
員
と
同
じ
ス
キ
ル
と

顧
客
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
、
そ
れ
ら
に

応
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
有
期
雇
用

職
員
の
解
雇
は
実
に
理
不
尽
だ
と
思

米
沢
年
金
事
務
所（
山
形
県
）

副
所
長
・
課
長
・
室
長
に
聞
く

索
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
納
付
率
は
気
に
な
り
ま
す
。
管
轄

の
市
や
町
に
足
を
運
ん
で
納
付
相
談

会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
納
付
率
を

上
げ
る
た
め
の
特
効
薬
は
な
い
で
す
。

お
客
様
と
面
と
向
か
っ
て
お
話
し
す

る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
が
納
付
率
の
向
上
に
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
お
客
様
と

面
と
向
か
っ
て
お
話
を
す
る
と
い
う

地
道
な
方
法
こ
そ
が
、
も
し
か
し
た

ら
特
効
薬
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　

堀
之
内
昭
男
お
客
様
相
談
室
長
は
、

平
成
二
四
年
一
月
に
米
沢
年
金
事
務

所
に
赴
任
し
た
。
毎
週
水
曜
日
に
出

張
相
談
（
完
全
予
約
制
）
を
実
施
し

て
い
る
。
事
務
所
内
相
談
用
ブ
ー
ス

は
五
つ
あ
り
、
最
大
で
六
つ
に
増
や

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
一

〇
月
か
ら
は
一
つ
減
ら
さ
れ
た
。
窓

口
相
談
に
は
正
規
職
員
、
ア
シ
ス
タ

ン
ト
職
員
な
ど
全
部
で
一
一
名
で
対

応
し
て
い
る
が
、
事
務
所
全
体
で
相

談
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
ス
キ
ル
ア

ッ
プ
の
研
修
を
積
極
的
に
実
施
し
て

い
る
。

　
「
機
構
の
方
針
で
待
ち
時
間
の
短
縮

ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
っ
と
重
要

な
の
は
お
客
様
に
丁
寧
に
時
間
を
か

け
て
説
明
し
、
制
度
を
き
ち
ん
と
理

解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。お
客
様
の
大
切
な
保
険
料
で
す
。

制
度
そ
の
も
の
は
非
常
に
複
雑
で
す

が
、
制
度
の
本
質
を
き
ち
ん
と
理
解

し
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
年
金
を

受
給
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
」。

ろ
で
の
業
務
の
改
善
等
を
図
る
の
が

目
的
だ
と
い
う
。
特
に
レ
イ
ア
ウ
ト

変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
職
員
の
作
業

ス
ペ
ー
ス
を
削
っ
て
お
客
様
の
ス
ペ

ー
ス
を
で
き
る
だ
け
広
く
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
。

新
組
織
で
の
苦
悶
と
今
後
の
抱
負

　

ひ
と
頃
社
会
保
険
庁
の
職
員
に
対

す
る
社
会
的
な
バ
ッ
シ
ン
グ
が
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

佐
藤
所
長
自
身
、
機
構
と
い
う
大

き
な
組
織
に
属
し
て
い
る
だ
け
に
、

現
状
に
対
し
て
組
織
と
し
て
抗
え
な

い
苦
悶
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
つ

つ
、
将
来
を
担
う
若
い
職
員
を
育
成

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務

が
所
長
に
は
あ
る
。

　
「
こ
の
よ
う
な
苦
悶
の
な
か
に
私
の

果
た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
し
、
自
分

自
身
に
課
さ
れ
た
責
務
を
遂
行
し
て

い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
機

構
と
い
う
組
織
の
中
に
い
る
間
は
、

少
し
で
も
後
輩
た
ち
の
支
え
に
な
れ

れ
ば
と
思
い
、
至
ら
な
い
な
が
ら
毎

日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
年
金
制
度

の
啓
発
は
重
要
な
事
業
で
あ
り
、
年

金
教
育
を
は
じ
め
、
年
金
委
員
の
委

嘱
や
年
金
委
員
の
活
動
を
活
性
化
し

て
い
く
こ
と
に
、
も
っ
と
真
剣
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。
職
員
の

働
き
や
す
い
環
境
を
つ
く
り
、
私
た

ち
の
仕
事
が
社
会
的
に
は
重
要
な
使

命
を
担
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」と
い
う
。

後列左より堀之内室長、小関課長、岡崎課長
前列左より安達副所長、佐藤所長、小林課長
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②
確
認
ま
た
は
決
定
誤
り

　

日
本
年
金
機
構
に
お
け
る
請
求
書

等
の
内
容
の
確
認
誤
り
や
受
給
要

件
に
係
る
事
実
関
係
の
誤
認
等
の

事
実
が
確
認
で
き
る
場
合
で
、
そ

の
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い

て
受
給
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事

由
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

③
未
処
理
ま
た
は
処
理
の
遅
延

　

請
求
書
等
の
未
処
理
ま
た
は
処
理

の
遅
延
の
事
実
が
確
認
で
き
る
場

合
④
入
力
誤
り

　

適
正
に
審
査
さ
れ
た
請
求
書
等
と

は
異
な
る
内
容
が
、
社
会
保
険
オ

ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合

⑤
通
知
書
の
作
成
誤
り

　

年
金
証
書
、
裁
定
通
知
書
ま
た
は

支
給
額
変
更
通
知
書
等
の
処
分
通

知
書
の
様
式
誤
り
ま
た
は
処
分
の

名
宛
人
の
記
載
誤
り
が
確
認
で
き

る
場
合

⑥
誤
送
付
ま
た
は
誤
送
信

　

通
知
書
の
誤
送
付
、
誤
送
信
も
し

く
は
誤
交
付
の
事
実
が
確
認
で
き

る
場
合

⑦
説
明
誤
り

　

日
本
年
金
機
構
や
市
区
町
村
の
窓

口
話
等
に
お
け
る
説
明
誤
り
や
説

明
漏
れ
ま
た
は
請
求
書
等
の
作
成

も
し
く
は
添
付
に
係
る
指
示
誤
り

の
事
実
が
確
認
で
き
る
場
合
で
、

受
給
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

⑧
受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

　

受
付
し
た
請
求
書
等
を
紛
失
し
た

事
実
が
確
認
で
き
る
場
合

　

一
一
月
一
日
か
ら
「
厚
生
年
金
保

険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給

付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
消
滅
時
効

の
援
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
年

管
発
〇
九
〇
七
第
六
号
）
に
よ
る
新

た
な
年
金
受
給
権
の
消
滅
時
効
の
援

用
の
取
扱
い
が
実
施
さ
れ
る
。

　

こ
の
消
滅
時
効
の
援
用
の
対
象
者

は
、
年
金
時
効
特
例
法
の
施
行
日
後

で
あ
る
平
成
一
九
年
七
月
七
日
以
後

に
受
給
権
が
発
生
し
た
人
で
、
死
亡

し
た
年
金
受
給
者
の
未
支
給
保
険

（
年
金
）
給
付
の
請
求
権
者
も
含
ま

れ
て
い
る
。

　

こ
の
消
滅
時
効
の
援
用
は
、
各
支

払
期
月
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
年
金
の

受
給
権
の
発
生
か
ら
五
年
を
経
過

し
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
消
滅
時
効

が
完
成
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
は
消
滅
時
効
は
援
用
さ
れ

ず
、
年
金
が
支
払
わ
れ
る
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
年
金
記
録
の
訂
正

が
行
わ
れ
た
場
合
で
、
国
民
年
金
原

簿
や
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
原

簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
訂
正
が
な

さ
れ
た
う
え
で
年
金
の
裁
定
が
行
わ

れ
た
場
合
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
時
効
援
用
し
な
い

事
務
処
理
誤
り
と
認
定
さ
れ
た
も
の

で
、
次
の
①
か
ら
⑧
の
事
務
処
理
誤

り
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。

①
受
付
時
の
書
類
管
理
誤
り

　

日
本
年
金
機
構
で
保
有
す
る
請
求

書
等
の
担
当
部
署
へ
の
回
付
漏
れ

ま
た
は
請
求
書
等
へ
押
印
さ
れ
た

受
付
印
の
年
月
日
の
誤
り
や
押
印

漏
れ
の
事
実
が
確
認
で
き
る
場
合

〒101－0047 東京都千代田区内神田２－５－３ 児谷ビル５F 
TEL.03－3256－1711  FAX.03－3256－8928 
http://www.nen-yu.co.jp

お問い合わせは

年友企画株式会社制作・発行・販売

「障害年金と診断書」 発刊のご案内

定価：1,890円（税込）・送料別途実費

「障害年金と診断書」
平成24年7月版

　『診断書を作成される医師のための障害年金と診断書（障害基礎年金・障害厚生年金）』平成24年７月
版を発行いたしました。
　障害年金（障害基礎年金・障害厚生年金）では、支給対象となる障害の程度は、「障害認定基準」に基づ
いて審査が行われますが、その際、障害の部位によって定められた８種類の「診断書」をはじめ必要な書類
を提出する必要があります。
　今回の改訂版では、平成24年５月末の「障害認定基準」の改訂およびそれに基づく診断書の改訂などを取
り込んで、全部で16の診断書記載事例を交えながら、障害年金の概要および診断書の記載上の留意点などを
詳しく解説しています。（本書では、平成24年９月１日からの実施事項を盛り込んでいます。）

第
四
回
山
形
県
年
金
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

日本国民年金協会長賞
大場　美佳さん（山形市立第十中学校一年）

優
秀
賞

野
口
　
莉
奈
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
十
中
学
校
三
年
）

結
城
　
　
慧
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
十
中
学
校
二
年
）

菊
地
　
　
愛
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
一
中
学
校
一
年
）

東
北
厚
生
局
長
賞

大
河
原
か
な
み
　

さ
ん�（
高
畠
町
立
第
一
中
学
校
三
年
）

社
会
保
険
協
会
長
賞

加
藤
　
優
菜
　

さ
ん�

（
南
陽
市
立
宮
内
中
学
校
二
年
）

日
本
国
民
年
金
協
会
長
賞

大
場
　
美
佳
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
十
中
学
校
一
年
）

入
選

高
橋
明
日
香
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
三
中
学
校
二
年
）

市
川
あ
す
か
　

さ
ん�

（
高
畠
町
立
第
一
中
学
校
三
年
）

堤
　
　
栞
菜
　

さ
ん�

（
高
畠
町
立
第
一
中
学
校
三
年
）

渡
邊
　
美
鈴
　

さ
ん�
（
高
畠
町
立
第
一
中
学
校
三
年
）

佐
藤
　
一
葉
　

さ
ん�
（
高
畠
町
立
第
一
中
学
校
三
年
）

最
優
秀
賞

本
地
紗
也
佳
　

さ
ん�

（
山
形
市
立
第
三
中
学
校
二
年
）

　

第
四
回
山
形
県
年
金
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞

者
が
決
ま
っ
た
。
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
山
形
県
内
の
五

つ
の
年
金
事
務
所
（
寒
河
江
、
新
庄
、
鶴
岡
、
山
形
、

米
沢
）
が
主
催
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
社
団
法
人

日
本
国
民
年
金
協
会
が
協
賛
、
山
形
県
教
育
委
員
会
、

山
形
県
高
等
学
校
長
会
、
山
形
県
中
学
校
長
会
、
財
団

法
人
山
形
県
社
会
保
険
協
会
が
後
援
し
た
。

　

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
山
形
県
内
の
中
学
生
を
対
象

に
し
て
、
年
金
を
テ
ー
マ
と
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
書
い
て

も
ら
う
な
か
で
、公
的
年
金
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、

制
度
へ
の
参
加
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
さ
れ
た
。

　

一
〇
月
に
審
査
結
果
が
発
表
さ
れ
、最
優
秀
賞
一
点
、

優
秀
賞
三
点
、
東
北
厚
生
局
長
賞
一
点
、
山
形
県
社
会

保
険
協
会
長
賞
一
点
、
日
本
国
民
年
金
協
会
長
賞
一
点

の
ほ
か
、
入
選
作
と
し
て
五
点
が
選
ば
れ
た
。
受
賞
者

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
金
受
給
権
の
消
滅
時
効
の

援
用
の
取
扱
い
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地
方
分
権一〇
年
と
国
民
年
金
事
務
（
７
）

地
方
分
権一〇
年
と
国
民
年
金
事
務
（
７
）

国
民
年
金
事
務
に
対
す
る

受
け
止
め
方

　

横
須
賀
市
と
神
戸
市
の
取
材
や
、

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
の
議
論

か
ら
は
、
地
方
分
権
後
の
国
民
年
金

事
務
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
、
市

町
村
の
担
当
者
に
は
い
く
つ
か
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
つ
は
、
横
須
賀
市
の
取
材
の
な

か
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
市
町
村
自

身
が
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
選
択
が

可
能
な
形
を
と
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
年
金
事
務

所
が
あ
る
市
町
村
で
は
市
町
村
の
事

務
か
ら
国
民
年
金
事
務
を
は
ず
し
て
、

年
金
事
務
所
が
な
い
市
町
村
で
は
国

民
年
金
事
務
を
実
施
す
る
と
い
う
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
お
か

れ
た
状
況
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
は
、
神
戸
市
の

取
材
の
な
か
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

国
民
年
金
事
務
を
す
べ
て
国
の
直
接

執
行
事
務
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
地
方
分
権
に

よ
る
事
務
改
善
以
後
は
、
同
じ
国
民

年
金
事
務
が
法
定
受
託
事
務
と
国
の

直
接
執
行
事
務
と
に
事
実
上
分
割
さ

れ
て
二
元
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お

り
、
市
町
村
住
民
と
市
町
村
職
員
の

双
方
に
不
都
合
が
起
き
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
状
を
改
善
す
る
た
め
に

は
、
国
民
年
金
事
務
そ
の
も
の
を
す

べ
て
国
に
一
元
的
に
執
行
さ
せ
る
べ

き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
の
議

論
を
見
る
と
、
こ
の
後
者
の
考
え
方

が
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
と
は
別
に
、
市

町
村
の
国
民
年
金
事
務
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
独
自
の
考
え
方
を
示
し
て

い
る
の
が
埼
玉
県
志
木
市
の
長
沼
明

市
長
の
場
合
で
あ
る
。

「
年
金
特
区
」
を
提
案

　

長
沼
市
長
は
平
成
一
七
年
七
月

に
、
志
木
市
長
に
就
任
し
た
。
ど
の

よ
う
な
市
政
運
営
を
行
う
の
か
。「
地

方
主
権
を
め
ざ
し
た
持
続
可
能
な
自

治
改
革
の
推
進
」
を
掲
げ
、
政
策
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
の
一
つ
に「
年
金
特
区
」

の
申
請
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間

や
第
三
号
被
保
険
者
期
間
が
一
か
月

で
も
あ
る
人
の
場
合
に
は
、
年
金
の

請
求
手
続
は
社
会
保
険
事
務
所
（
現

在
の
年
金
事
務
所
、
以
下
同
じ
）
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

長
沼
市
長
の
「
年
金
特
区
」
の
考

え
方
は
、
身
近
な
問
題
は
身
近
な
市

役
所
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

い
う
も
の
で
、
厚
生
年
金
の
加
入
歴

の
あ
る
人
や
専
業
主
婦
の
人
で
も
、

わ
ざ
わ
ざ
川
越
市
に
あ
る
社
会
保
険

事
務
所
に
ま
で
足
を
運
ば
ず
に
、
志

木
市
役
所
で
年
金
の
請
求
手
続
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
社
会
に
対

応
し
た
年
金
相
談
を
実
現
し
よ
う
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
「
年
金
特
区
」
そ
の
も
の
の
実
現

は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
市
民
か
ら
委

任
状
を
も
ら
い
、
市
役
所
で
申
請
書

類
を
預
か
り
、
市
職
員
が
川
越
社
会

保
険
事
務
所
に
提
出
す
る
と
い
う
形

で
、
事
実
上
、
市
民
が
市
役
所
で
年

金
の
請
求
手
続
き
を
行
え
る
よ
う
に

し
た
。
市
長
就
任
一
年
後
の
平
成
一

八
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

市
民
の
年
金
相
談
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
人
の
年
金
加
入
履
歴

が
わ
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
配

偶
者
の
加
入
履
歴
も
知
る
必
要
が
あ

る
。

　

長
沼
市
長
は
、
当
時
の
埼
玉
社
会

保
険
事
務
局
長（
平
成
一
九
年
六
月
）

や
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
（
平
成
一
九

年
一
一
月
）
に
対
し
、
社
会
保
険
事

務
所
に
設
置
し
て
あ
る
年
金
端
末
機

（
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
マ
シ
ン
）
を
市
役

所
に
貸
し
出
し
し
て
く
れ
る
よ
う
に

お
願
い
し
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
余
っ
て
い
る
年

金
端
末
機
は
な
い
な
ど
の
理
由
か

ら
、
舛
添
大
臣
の
対
応
は
真
摯
で
あ

っ
た
も
の
の
、
社
会
保
険
事
務
局
や

厚
生
労
働
省
の
職
員
の
対
応
は
冷
た

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

事
態
が
一
変
し
た
の
は
、
全
国
的

に
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た

年
金
の
加
入
記
録
や
納
付
記
録
問
題

が
、
よ
り
深
刻
と
な
り
、「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
を
発
送
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
突
然
、
年
金
端

末
機
を
貸
与
し
て
く
れ
る
と
い
う
連

絡
が
入
っ
た
と
い
う
。
平
成
二
〇
年

三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

市
役
所
一
階
の
ロ
ビ
ー
を
一
部
改

造
し
、
急
遽
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

支
援
相
談
室
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
七
日
よ
り

相
談
業
務
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
年
金

端
末
機
を
市
役
所
に
設
置
し
た
の

は
、
全
国
で
は
じ
め
て
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
支

援
相
談
室
の
相
談
業
務
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

な
ど
に
よ
り
全
国
に
放
映
さ
れ
る
。

年
金
記
録
問
題
を
め
ぐ
る
当
時
の
社

会
状
況
は
不
安
感
に
さ
い
な
ま
れ
て

お
り
、
相
談
予
約
は
殺
到
す
る
。
平

成
二
〇
年
六
月
二
日
の
時
点
で
、
一

〇
月
八
日
ま
で
予
約
が
満
杯
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
。

　

な
お
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
支

援
相
談
室
は
、
週
三
回
、
一
日
一
〇

人
程
度
の
事
前
予
約
制
で
、
相
談
業

務
を
実
施
し
た
。
平
成
二
〇
年
度
は

一
四
一
日
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
、

七
二
五
件
の
予
約
相
談
件
数
を
受
け

た
。
そ
の
う
ち
、
四
四
八
件
の
回
答

票
を
社
会
保
険
事
務
所
へ
送
付
し
、

三
一
四
件
の
回
答
票
が
記
録
訂
正
に

結
び
つ
い
た
と
い
う
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
と

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
支
援
相
談

室
は
、平
成
二
一
年
四
月
か
ら
は「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
支
援
相
談
室
と
名

称
を
変
更
し
、
現
在
も
相
談
業
務
を

継
続
し
て
い
る
。

　

ま
た
、平
成
二
三
年
二
月
か
ら
は
、

全
国
に
先
駆
け
て
、「
ね
ん
き
ん
ネ

ッ
ト
」
を
導
入
し
た
。
自
宅
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
十
分
に
使
い
こ
な
せ

な
い
市
民
に
対
し
、
年
金
記
録
照
会

や
年
金
見
込
額
試
算
の
情
報
提
供
を

行
う
。
現
在
は
、
い
く
ら
給
料
を
も

ら
っ
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
年
金
が
支

給
停
止
に
な
る
か
な
ど
に
つ
い
て

も
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
活
用
し
、

相
談
業
務
に
対
応
し
て
い
る
。
長
沼

市
長
の
考
え
る
高
齢
社
会
に
お
け
る

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
平
成
二
四
年
六
月
か

ら
は
、「
ね
ん
き
ん
記
録
発
見
支
援

モ
デ
ル
事
業
」
も
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
や
日
本
年
金
機
構

と
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
新
し

い
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
進
め
て
い
る
。

障
害
年
金
の
手
続
も

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

　

志
木
市
で
は
、
障
が
い
者
施
策
の

一
環
と
し
て
、
障
害
年
金
の
請
求
手

続
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

す
で
に
実
施
し
て
い
た
厚
生
年
金

の
相
談
業
務
や
裁
定
請
求
書
の
預
か

り
業
務
に
加
え
、
平
成
一
九
年
六
月

か
ら
は
、
地
元
の
社
会
保
険
労
務
士

会
の
会
員
の
協
力
も
得
て
、
障
害
年

金
の
裁
定
請
求
手
続
や
年
金
相
談
も

実
施
し
て
い
る
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
に
と
っ
て
、
ど

う
い
う
場
合
に
障
害
基
礎
年
金
に
該

当
し
、
市
役
所
に
裁
定
請
求
書
を
提

出
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
ど
う
い
う

場
合
な
ら
ば
、
障
害
厚
生
年
金
で
年

金
事
務
所
に
裁
定
請
求
書
を
提
出
す

る
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
長
沼

市
長
は
い
う
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
は
県
が

交
付
す
る
が
、
相
談
窓
口
は
市
で
あ

り
、
申
請
も
市
を
経
由
し
て
県
に
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
障
害
年
金

の
請
求
事
務
に
つ
い
て
も
、
ど
う
し

て
市
は
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
組
ま

な
い
の
か
長
沼
市
長
は
い
ぶ
か
る
。

　

障
害
年
金
の
障
害
等
級
は
身
体
障

害
者
手
帳
の
障
害
等
級
と
は
異
な

る
。
初
診
日
に
お
け
る
保
険
料
納
付

要
件
な
ど
障
害
年
金
の
受
給
要
件
は

一
般
の
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
。
ま

た
、
添
付
書
類
も
医
師
の
診
断
書
や

「
病
歴
・
就
労
状
況
等
申
立
書
」
な

ど
が
あ
り
、
記
載
事
項
も
複
雑
な
こ

と
か
ら
、
個
人
で
は
障
害
年
金
の
請

求
に
ま
で
た
ど
り
つ
け
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

志
木
市
で
は
、
障
害
者
手
帳
の
申

請
の
た
め
に
福
祉
課
に
来
訪
す
る
市

民
に
対
し
て
、
障
害
年
金
が
受
給
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
人
に
は
、
総
合

窓
口
課
の
国
民
年
金
グ
ル
ー
プ
に
案

内
し
て
い
る
。

市
と
し
て
取
り
組
み
た
い

保
険
料
の
収
納
業
務

　

地
方
分
権
以
後
は
、
国
民
年
金
保

険
料
の
収
納
業
務
は
、
国
の
直
接
執

行
事
務
と
さ
れ
た
。
身
近
な
問
題
は

身
近
な
市
町
村
で
解
決
し
た
い
と
い

う
長
沼
市
長
は
、
現
在
市
場
化
テ
ス

ト
が
導
入
さ
れ
て
い
る
保
険
料
の
収

納
業
務
に
つ
い
て
も
、
国
ま
た
は
機

構
と
委
託
契
約
を
結
び
、
国
等
か
ら

市
に
委
託
料
を
も
ら
い
、
市
が
収
納

業
務
に
取
り
組
め
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

　

長
沼
市
長
に
よ
れ
ば
、
志
木
市
単

独
で
保
険
料
の
収
納
を
実
施
す
れ

ば
、
他
市
よ
り
も
納
付
率
を
上
げ
ら

れ
る
し
、
全
額
免
除
等
の
承
認
の
権

限
も
市
長
に
委
ね
て
ほ
し
い
と
い

う
。
将
来
の
無
年
金
者
・
低
年
金
者

を
な
る
べ
く
出
現
さ
せ
な
い
と
い
う

観
点
か
ら
、
市
町
村
が
保
険
料
収
納

な
ど
に
関
与
す
る
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
国
民
年
金
の
事
務
費

交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
市

町
村
へ
満
額
交
付
す
べ
き
で
あ
る
と
、

長
沼
市
長
は
ク
ギ
を
刺
し
て
い
る
。

長
沼
市
長
の
地
方
主
権
の
考
え
方

　

身
近
な
問
題
は
身
近
な
市
役
所
で

解
決
す
る
と
い
う
長
沼
市
長
の
考
え

方
は
、
法
定
受
託
事
務
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
た
市
町
村
の
国
民
年
金
事

務
を
、
市
町
村
の
側
で
最
大
限
に
展

開
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
だ
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
法
定
受
託
事
務

と
国
の
直
接
執
行
事
務
と
い
う
形

で
、
事
実
上
二
分
化
さ
れ
て
し
ま
っ

た
国
民
年
金
事
務
を
、
法
定
受
託
事

務
を
ベ
ー
ス
に
、
市
町
村
住
民
の
立

場
に
立
っ
て
、
可
能
な
限
り
住
民
へ

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
へ
と
発
展
さ
せ
よ

う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
今
回
は
、「
年
金
特
区
」
を
提
唱
し
て
き
た
埼
玉
県
志
木
市
の
長
沼
明
市
長
を

取
材
し
た
。

　
長
沼
志
木
市
長
は
、
埼
玉
大
学
に
在
学
中
の
二
五
歳
の
と
き
に
、
志
木
市
議
会

議
員
に
当
選
。
以
来
、
二
〇
年
以
上
に
わ
た
り
志
木
市
議
会
議
員
･
埼
玉
県
議
会

議
員
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
。

　
社
会
保
険
労
務
士
の
資
格
を
有
し
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
造
詣
の

深
い
市
長
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
現
在
、
志
木
市
長
と
し
て
二
期
目
で
あ
る
。

長沼明市長
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本
大
会
を
主
催
す
る
東
京
都
年
金

受
給
者
協
会
は
、
公
的
年
金
受
給
者

な
ら
誰
で
も
入
会
で
き
る
団
体
と
し

て
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
福
祉
の
向

上
を
図
る
活
動
と
公
的
年
金
制
度
の

充
実
・
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
、
会
員
数
約
二
五
、
〇
〇

〇
名
を
擁
す
る
団
体
で
あ
る
。
今
大

会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
㈳
全
国

年
金
受
給
者
団
体
連
合
会
、
㈶
厚
生

年
金
事
業
振
興
団
、
㈳
日
本
国
民
年

金
協
会
、
㈶
東
京
社
会
保
険
協
会
、

東
京
都
総
合
厚
生
年
金
基
金
協
議
会

が
後
援
し
て
い
る
。

　

大
会
第
一
部
で
は
、
真
屋
尚
生
会

長
の
挨
拶
に
続
い
て
、
事
業
経
過
報

告
と
来
賓
祝
辞
が
あ
り
、
そ
の
後
、

「
高
齢
者
の
生
活
安
定
の
た
め
年
金

支
給
額
を
減
額
し
な
い
よ
う
強
く
要

望
す
る
」、「
将
来
に
わ
た
り
誰
も
が

信
頼
で
き
る
年
金
制
度
の
確
立
を
強

く
要
望
す
る
」、「
高
齢
者
の
医
療
・

介
護
に
関
わ
る
負
担
を
軽
減
す
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
」、「
年
金
受
給
者

に
対
す
る
各
種
課
税
の
撤
廃
を
強
く

要
望
す
る
」、「
社
会
保
険
関
連
諸
制

度
の
改
善
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み

を
強
く
要
望
す
る
」
の
五
項
目
の
大

会
決
議
が
、
満

場
の
拍
手
を
も

っ
て
採
択
さ

れ
、
関
係
省
庁

等
に
要
請
活
動

を
行
う
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

　

大
会
第
二
部

の
受
給
者
の
集

い
で
は
、
ひ
び

き
わ
た
る
さ
ん

に
よ
る
『
キ
セ

ル
漫
談
』
と
青

空
た
の
し
さ
ん

に
よ
る
『
ハ
ー

モ
ニ
カ
漫
談
』

の
あ
と
、
宿
泊

招
待
券
や
商
品

券
な
ど
が
当
た

る
お
楽
し
み
抽

選
会
が
行
わ
れ
、
盛
況
の
う
ち
に
大

会
は
終
了
し
た
。

■ 

挨
拶 

■
■
■

東
京
都
年
金
受
給
者
協
会

真
屋
尚
生
会
長

　

世
界
的
な
経
済
状
況
の
激
変
に
よ

っ
て
日
本
経
済
は
長
期
に
わ
た
り
停

滞
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

の
少
子
高
齢
化
が
私
達
の
暮
ら
し
に

対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
固
た
る

見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
に

至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
し
ば

ら
く
は
私
達
に
と
っ
て
厳
し
い
状
況

が
続
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

限
ら
れ
た
公
的
年
金
を
主
た
る
生

活
の
元
と
す
る
我
々
に
と
っ
て
、
社

会
保
障
、
と
り
わ
け
、
年
金
・
医
療

保
険
・
介
護
保
険
等
の
動
向
は
、
非

常
に
案
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
の
夏
に
は
、
社
会
保
障
と

税
制
に
関
す
る
一
体
改
革
に
つ
い
て

の
新
し
い
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
が
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る

の
か
は
、
ま
だ
、
不
透
明
、
未
確
定

な
部
分
が
あ
り
、
大
き
な
不
安
を
抱

え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
生
活
不
安

を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
長
期
的
な

視
点
に
立
ち
、
誰
に
と
っ
て
も
、
本

当
に
信
頼
で
き
る
安
定
し
た
年
金
制

度
の
確
立
が
強
く
望
ま
れ
ま
す
。

　

依
然
と
し
て
核
家
族
化
、
少
子
高

齢
化
は
進
ん
で
お
り
、
特
に
介
護
を

行
う
家
族
に
過
重
な
負
担
が
か
か

る
、
あ
る
い
は
、
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
が
増
え
る
な
ど
の
状
況
が
続
く

中
で
、
高
齢
者
の
生
活
不
安
、
さ
ら

に
は
命
に
直
結
す
る
と
い
う
不
安
が

高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
不

安
を
和
ら
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
早

急
に
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
的
な
改

革
を
図
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
円
滑

な
運
営
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
、

私
達
が
強
く
社
会
に
訴
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

■ 

祝
辞 

■
■
■

日
本
年
金
機
構

十
菱
龍
南
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
長

　

高
齢
化
が
進
展
す
る
今
日
、
我
が

国
で
は
、
国
民
の
約
三
割
の
方
が
年

金
を
受
給
さ
れ
、
ま
た
、
高
齢
者
世

帯
の
収
入
の
約
七
割
を
年
金
が
占
め

る
な
ど
、
年
金
は
国
民
の
老
後
の
生

活
を
支
え
る
柱
と
し
て
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
の
年
金
を

は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
制
度
全
体

を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
い
く
こ

と
は
、
こ
れ
か
ら
の
我
が
国
の
社
会

の
在
り
方
に
か
か
わ
る
極
め
て
重
要

な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
の
与
野
党
合
意
が
成
立
し

た
こ
と
に
よ
り
、本
年
八
月
に
は「
年

金
機
能
強
化
法
」
が
公
布
さ
れ
、
受

給
資
格
期
間
の
短
縮
な
ど
年
金
機
能

の
強
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
消

費
税
増
税
に
よ
り
得
ら
れ
る
税
収
を

基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を
二
分

の
一
に
維
持
す
る
た
め
の
財
源
に
充

て
る
な
ど
、
年
金
財
政
の
基
盤
強
化

に
向
け
て
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、「
国
か
ら
委

任
・
委
託
を
受
け
公
的
年
金
に
か
か

る
一
連
の
運
営
業
務
を
担
う
組
織
」

と
し
て
、「
年
金
事
業
に
対
す
る
国

民
の
意
見
を
反
映
し
つ
つ
、
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
と

と
も
に
、
業
務
運
営
の
効
率
化
並
び

に
業
務
運
営
に
お
け
る
公
正
性
及
び

透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
」
こ
と
を

理
念
に
か
か
げ
て
お
り
ま
す
。

　

当
機
構
が
設
立
さ
れ
ま
し
て
三
年

目
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け

て
、
こ
の
間
、
年
金
事
務
所
窓
口
に

お
け
る
待
ち
時
間
短
縮
や
、
お
客
様

向
け
文
書
を
わ
か
り
や
す
く
、
読
み

や
す
く
す
る
た
め
の
改
善
、「
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
」
導
入
に
よ
る
年
金
情

報
提
供
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

年
金
記
録
問
題
へ
の
対
応
に
つ
き

ま
し
て
は
、集
中
処
理
期
間
と
し
て
、

平
成
二
五
年
度
末
ま
で
に
解
決
へ
向

け
て
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
ま
す
。「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

な
ど
各
種
便
を
通
じ
て
の
記
録
回
復

は
、
滞
留
分
の
整
理
も
進
み
、
通
常

業
務
と
し
て
既
に
一
定
の
処
理
期
間

内
で
の
対
応
が
可
能
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、「
紙
台
帳
記
録
、
厚

生
年
金
基
金
記
録
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

記
録
の
突
き
合
わ
せ
」
に
つ
き
ま
し

て
も
計
画
ど
お
り
順
調
に
進
捗
し
て

お
り
、
集
中
処
理
期
間
内
で
の
終
了

の
見
通
し
が
立
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
平
成
二
五
年
一
月
を
目
途

に
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
使
用

し
て
、
未
統
合
記
録
の
検
索
を
で
き

る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
解
明
に
向
け

た
取
り
組
み
を
も
う
一
段
進
め
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

他
方
、
私
ど
も
は
、
年
金
記
録
問

題
へ
の
対
応
に
注
力
す
る
中
で
、
必

ず
し
も
十
分
な
取
組
み
が
で
き
な
か

っ
た
適
用
・
徴
収
・
給
付
業
務
の
的

確
な
実
施
、
及
び
相
談
業
務
の
充
実

を
図
り
な
が
ら
、
年
金
制
度
の
基

幹
業
務
の
体
制
強
化
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。
保
険
料
収
納
率
の
向
上

な
ど
基
幹
業
務
に
お
け
る
事
業
実
績

の
回
復
を
、
年
金
記
録
問
題
の
解
決

と
あ
わ
せ
て
お
示
し
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
の
皆
様
か
ら
の
公
的
年

金
制
度
、
及
び
そ
の
事
業
運
営
に
対

す
る
信
頼
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。

　

今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
年
金
事

業
に
対
す
る
信
頼
性
を
高
め
る
施
策

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
た
め
て
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

■ 

祝
辞 

■
■
■

㈳
全
国
年
金
受
給
者
団
体
連
合
会

渡
辺
修
会
長
代
行

　

昨
年
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

か
ら
早
く
も
一
年
七
カ
月
が
経
過
し

ま
し
た
が
、
未
だ
に
避
難
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
皆
様
が
、
一
日

も
早
く
元
の
生
活
に
戻
れ
ま
す
よ
う

お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
も
、
私

た
ち
が
一
体
と
な
っ
て
の
被
災
地
に

対
す
る
自
立
支
援
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
厳

し
い
現
実
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、

こ
の
国
難
と
も
言
え
る
課
題
に
、
真

剣
に
立
ち
向
か
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
我
が
国
は
課
題
が
山
積
み
で

あ
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
、
私
ど
も

の
生
活
の
重
要
な
柱
と
な
る
べ
き
社

会
保
障
改
革
の
方
向
性
を
、
し
っ
か

り
と
見
守
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
我
が
国

は
世
界
で
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い

よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
、
高
齢
化
が
進

展
し
て
お
り
、少
子
化
と
相
ま
っ
て
、

私
ど
も
年
金
生
活
者
を
取
り
巻
く
環

境
は
将
来
に
わ
た
っ
て
も
楽
観
視
で

き
な
い
状
況
が
続
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

私
ど
も
年
金
受
給
者
を
は
じ
め
、

国
民
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と

は
、
公
的
年
金
制
度
が
長
期
的
に
安

定
か
つ
健
全
に
運
営
さ
れ
、
老
後
生

活
に
希
望
の
持
て
る
年
金
制
度
の
構

築
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
様
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
高

齢
者
の
立
場
か
ら
の
主
張
だ
け
で
な

く
、
若
い
世
代
と
高
齢
者
の
世
代
間

の
負
担
の
問
題
を
、
避
け
て
は
通
れ

な
い
課
題
と
し
て
い
か
に
意
見
を
合

意
形
成
し
、
解
決
し
て
行
く
の
か
、

国
民
を
あ
げ
て
議
論
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

ど
う
か
、
本
日
お
集
ま
り
の
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
こ
う
し
た

状
況
を
も
う
一
度
ご
確
認
の
う
え
、

一
人
で
も
多
く
の
年
金
受
給
者
の

方
々
を
、
私
ど
も
の
お
仲
間
に
お
誘

い
い
た
だ
き
、
強
力
な
組
織
力
を
持

っ
て
、
社
会
保
障
制
度
の
改
善
、
並

び
に
、
会
員
の
福
祉
の
向
上
を
図
る

た
め
の
活
動
を
、
積
極
的
に
推
進
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
四
〇
回
東
京
都
年
金
受
給
者
大
会
が
開
催

　
第
四
〇
回
東
京
都
年
金
受
給
者
大
会
が
一
〇
月
一
〇
日
、
新
宿
区
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
大

ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
会
員
約
五
二
〇
名
が
参
加
し
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

真屋尚生会長
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平
成
二
四
年
一
月
一
日
か
ら
九
月

三
〇
日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人
に
対
し
て
、一
一
月
上
旬

に「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
主
が
世
帯（
家
族
）の

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

に
も
納
付
し
た
人
の
社
会
保
険
料
控

除
額
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
家
族
あ
て
に
送
付
さ
れ
た
控
除

証
明
書
も
申
告
等
を
行
う
際
に
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」と
は

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」は
、
そ
の
年
中
に

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額

を
証
明
す
る
書
類
で
す
。
国
民
年
金

の
保
険
料
に
つ
い
て
、
年
末
調
整
や

確
定
申
告
の
際
に「
社
会
保
険
料
控

除
」の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ

の「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」や
領
収
証
書（
追

加
で
納
め
た
保
険
料
が
あ
る
場
合
）

を
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
な
ど
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」送
付
時
期
は

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
は
、
毎
年
一
一
月

上
旬
ま
た
は
翌
年
の
二
月
上
旬
の
い

ず
れ
か
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
一
月
上
旬
に
発
送
さ
れ
る
人
は
、

そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
九
月
三
〇

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
の
保
険
料

を
納
め
た
実
績
が
あ
る
人
で
す
。

　

ま
た
、
翌
年
の
二
月
上
旬
に
発
送
さ

れ
る
人
は
、一
一
月
発
送
の
対
象
と
は

な
ら
な
か
っ
た
人
で
、一
〇
月
一
日
か

ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
国
民
年
金
の

保
険
料
を
納
め
た
人
と
な
り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
と
は

　

社
会
保
険
料
控
除
と
は
、
自
分
自

身
の
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
、
国

民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
・
厚
生
年

金
保
険
な
ど
）
を
納
め
た
と
き
、
あ

る
い
は
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
の

負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
を
納
め
た

と
き
に
受
け
ら
れ
る
所
得
控
除
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
配
偶
者
や
家
族
の

負
担
す
べ
き
国
民
年
金
の
保
険
料
を

納
め
た
と
き
は
、
納
め
た
人
が
そ
の

保
険
料
額
を
申
告
で
き
ま
す
。

　

申
告
で
き
る
金
額
は
、
年
間
に
納

め
た
社
会
保
険
料
の
金
額
で
す
。

　

な
お
、
年
末
調
整
の
申
告
で
は
、

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
社
会
保
険

料（
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
な

ど
）は
、
事
業
所
で
一
括
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
の
で
、
自
分
自
身
で
申
告
書

に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
業
所
が
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
な

ど
の
社
会
保
険
料
を
申
告
書
に
記
載

し
ま
す
。

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」に
対
す
る
お
問
合

せ
は
、
下
記
の
控
除
証
明
書
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
平
成

二
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
五
年

三
月
一
五
日
ま
で
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
７
０
‐
０
７
０
‐

１
１
７

※
一
般
電
話
・
公
衆
電
話
か
ら
市
内

通
話
料
金
で
利
用
で
き
ま
す
。

―　
・　

―

こ
の
記
事
は
市
区
町
村

の
広
報
誌（
紙
）
に
そ
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
当
協
会
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
自

由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
案
内

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」が

送
ら
れ
ま
す

固
有
番
号
を
割
り
出
し
て
、
そ
の

パ
ソ
コ
ン
の
持
ち
主
を
特
定
し
た

上
で
逮
捕
し
自
供
に
追
い
込
ん
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
真
犯
人
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
で
彼
ら
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
乗
っ
取
り
遠
隔
操
作

に
よ
り
脅
迫
メ
ー
ル
を
送
っ
た
の

で
あ
り
、
警
察
は
そ
れ
を
見
抜
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
単
純
な
話
と
も

い
え
る
。
脅
迫
状
が
送
ら
れ
て
き

た
と
す
る
。
そ
こ
に
住
所
、
氏
名

が
書
い
て
あ
っ
た
と
し
て
そ
の
人

間
を
犯
人
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
そ
の
人
間
を
陥
れ
る

た
め
に
別
の
人
間
が
や
っ
た
と
考

え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
話
は
そ
れ
に
近
い
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
や
り
方
で
真
犯
人
を

検
挙
し
た
例
が
あ
る
か
ら
全
く
意

味
が
無
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
だ
け
で
の
決
め
つ
け
は
拙
い
。

　

今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は

サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
対
す
る
警
察
捜

査
の
問
題
で
あ
る
。

　

足
で
稼
ぐ
捜
査
は
こ
の
よ
う
な

犯
罪
で
は
役
に
立
た
な
い
。
秒
進

分
歩
と
で
も
い
う
早
さ
で
進
ん
で

い
る
こ
の
分
野
の
知
識
を
十
分
把

握
し
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
し
て
行

わ
れ
る
犯
罪
を
解
析
し
解
決
に
至

る
技
術
力
が
最
低
限
必
要
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
今
回
も
あ
っ
た
よ
う

に
虚
構
の「
自
供
」を
と
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
捜
査
は
論
外
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
回
真
犯
人
の
遠
隔
操

作
に
よ
り
犯
人
に
仕
立
て
上
げ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
被
害
者
の
方
々
、

も
ち
ろ
ん
お
気
の
毒
で
あ
る
が
、

な
り
す
ま
さ
れ
ず
に
す
む
方
法
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
乗
っ
取
り
を
許
し
た
ウ

ィ
ル
ス
は
匿
名
掲
示
板
上
に
掲
載

さ
れ
た
無
料
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
し
た
時
に
パ
ソ
コ
ン
に
侵
入

し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
う
か

つ
さ
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
件
と
は
同
じ
で
は
な
い

が
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
怠
っ

て
い
る
数
多
く
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
乗
っ
取
ら

れ
て
第
三
者
の
攻
撃
に
荷
担
し
て

い
る
多
く
の
事
実
が
あ
る
。

　

日
本
で
も
政
府
機
関
な
ど
が
サ

イ
バ
ー
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
が
増
え

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
こ
の
よ
う

な
無
防
備
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
多

く
踏
み
台
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

便
利
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ネ
ッ

ト
社
会
だ
が
、
そ
れ
を
使
い
こ
な

す
た
め
に
は
最
低
限
の
知
識
と
努

力
が
必
要
だ
。
そ
れ
は
自
分
の
た

め
だ
け
で
な
く
、
社
会
へ
の
義
務

で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
犯
行
予

告
や
脅
迫
メ
ー
ル
を
送
っ
た
と
い

う
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
起
訴
さ
れ
た

た
人
た
ち
が
、
そ
の
後
真
犯
人
と

お
ぼ
し
き
人
間
の
犯
行
声
明
で
無

実
と
判
明
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。

　

警
察
庁
長
官
の
謝
罪
に
ま
で
追

い
込
ま
れ
た
こ
の
事
件
、
な
ぜ
こ

ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
経
由
し
た

情
報
の
や
り
と
り
を
す
る
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ご
と

に
固
有
の
番
号
が
振
ら
れ
る
。

　

今
回
、
警
察
は
犯
罪
捜
査
に
当

た
り
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
呼
ば
れ
る

な
り
す
ま
さ
れ

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

ご相談・お問い合わせ・資料請求は──

0120-65-4192
フリーダイヤル

※地域によっては携帯電話からはつながらない場合があります。

 ロ ー ゴ     ヨ  イ  ク  ニ

国民年金にゆとりをプラス。
自分で入る公的な個人年金。

自営業者の方にもサラリーマンなみの老後保障を。

●掛金は全額所得控除で
　税金もお得。
●掛金は自由に設定。
※口数単位での設定になります。
　また、途中での変更も可能です。

老後まで
●基本は終身年金。
　だから、一生涯お受け取り。
●万が一の時にはご家族に一時金も。
※年金受給前または保証期間内にお亡くなりになった場合。
 （Ｂ型を除きます。）

老後から

ご職業ごとに加入できる職能型もあります。くわしくは
ホームページをご覧ください。

国民年金基金 検索


